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一

現
在
、
農
業
基
本
法
改
正
が
焦
点
に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ウ
ル
グ
ア
イ
合
意
を
経
て
、
日
本
が
ま

っ
た
な
し

で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
一
二

世
紀
を
に
ら
ん
だ
基
本
法
改
正
の
問
題
は

日
本
の
特
に
北
海
道
の
環
境
問
題
、
自
然
保
護
問
題

に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、

そ
も
そ
も
ウ
ル
グ
ア
イ
合
意
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
合
意

後
の
W
T
O
体
制
と
口
本
の
農
業
の
方
向
、
そ
れ
に
対
す

る
農
業
の
あ
り
方
論
の
中
で
、
こ
れ
が
環
境
問
題

・
自
然

保
護
問
題
に
与
え
る
影
響
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ニ

ウ
ル
グ

ア
イ
合
意
と
は
、

一
九
八
○
年
代
に
食
料
過

剰
生
産
、
そ
れ
に
伴
う
農
業
予
算
の
増
大
に
対
処
す
る
た

あ
に
、
特
に
ア
メ
リ
カ
が
強
く
主
張
し
た
関
税
障
壁
の
撤

廃
、
補
助
金
支
出
削
減
を
目
的
と
す
る
農
産
物
の
自
由
化

を
国
際
合
意
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
に

「食
料
安
保
」
が
主
張
さ
れ
、
先
進
国
で
は
自
国
農
産
物

の
保
護
の
た
あ
、
輸
入
農
産
物

へ
の
課
徴
金
、
輸
出
補
助

金
、
あ
る
い
は
農
産
物
の
価
格
支
持
政
策
が
積
極
的
に
行

わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
八
○
年
代
に
は
い
り
農
産
物
の
過

剰
生
産
、
そ
れ
に
対
す
る
農
業
予
算
の
増
大
と
国
家
財
政

へ
の
圧
迫
が
先
進
国
の
重
大
問
題
と
な
り
、
各
国
の
輸
入

障
壁
の
撤
廃
や
価
格
支
持
政
策
の
廃
止
が
国
家
間
の
合
意

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
陥

っ
た
。

ウ
ル
グ
ア

イ
合
意
は
ま
さ
に
こ
の
輸
入
障
壁
の
撤
廃
と
価
格
支
持
政

策
の
廃
止
を
合
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
(注
1
)

●
ア
メ
リ
カ
は

一
九
八
○
年
の
農
業
予
算
額
が
三
四
八

億
ド
ル
で
あ

っ
た
も
の
が
、
八
六
年

に
は
五
八
七
億

ド
ル
に
な
り
、
国
家
予
算
の
六
%
近
く
を
占
あ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
E
C
で
は
、

こ
の
六
年
間

に
約
二
倍

近
く
伸
び
て
い
る
。
(
I
M
F
統
計
)

●
国
境
措
置

(輸
出
入
障
壁
)

の
撤
廃
は
、
必
ず
し
も

先
進
国
だ
け
の
思
惑
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
ケ
ア
ン
ズ
グ
ル
ー
プ

(主
に
農
産

物
輸
出
国

で
あ
る
発
展
途
上
国
)
で
は
、
輸
出
補
助

金
付
き
の
先
進
国
の
農
産
物
輸
出
に
よ
り
輸
出
価
格

が
引
き
下
げ
ら
れ
、
結
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
国
の
貿

易
を
著
し
く
ゆ
が
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

三

日
本
に

つ
い
て
見
る
と
、

一
九
六
〇
年
代
に
い
わ
ゆ

る
選
択
的
拡
大
路
線
を
と
り

(農
基
法

一
条
)
、

一
方
で

農
産
物
の
輸
入
を
推
し
進
め

つ
つ
、
他
方

で

「
選
択
」
作

物
に

つ
い
て
価
格
支
持
政
策

(
一
一
条
)
、

国
境
措
置

(
一
三
条
)
を
重
要
な
政
策
と
し
て
き
た

(図
1
参
照
)。
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最
も
分
か
り
や
す
い
例
は
、
米

で
あ
る
。
食
管
法
と
あ
い

ま

っ
て
安
定
し
た
米
価
と
輸
入
規
制
は
自
給
率
を
高
あ
た
。

そ
の
他
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
麦
、
豆
、
乳
、
ビ
ー
ト
等
、
北

海
道
を
代
表
す
る
農
産
物
は
、
す

べ
て
価
格
支
持
政
策
作

物
で
あ
る
。

北
海
道
農
業
は
、
価
格
支
持
作
物

に
つ
い
て
、
大
規
模

な
規
模
拡
大
を
行
い

(
パ
イ
ロ
ッ
ト

フ
ァ
ー
ム
な
ど
)
、

規
模
拡
大

に
よ
る
多
額
の
借
金

(
一
戸
平
均
三
〇
〇
〇
万

円
、
酪
農

で
は

一
億
)
を
、
安
定
し
た
販
売
価
格
で
返
済

す
る
営
農
が
行
わ
れ
た
。
特
に
、
イ
モ
、
ビ
ー
ト
、
麦
、

豆
の
畑
作
四
品
は
輪
作
体
系
の
確
立
と
と
も
に
、
北
海
道

を
代
表
す
る
畑
作
営
農
を
作
り
だ
し
、
そ
の
景
観
は
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

(美
瑛
、
富
良
野
な
ど
旅
行

会
社
の
ポ
ス
タ
ー
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
有
名

で
あ
る
)
。

ま
た
大
規
模
草
地
に
転
が
る
干
草
の
ロ
ー
ル
や
草
を
食
む

乳
牛
も
北
海
道
ら
し
さ
を
作
り
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も

乳
価
の
価
格
支
持
政
策
の
結
果
で
あ
る
。

特
定

の
農
作
物
の
保
護
は
、
そ
の
生
産
物
の
過
剰
を
引

き
起

こ
し
、
生
産
調
整
を
生
み
出
す
。
し
か
し
、
従
来
は

国
内
に
お
い
て
生
産
調
整
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
需
給
バ
ラ

ン
ス
を
と
り
つ
つ
、
価
格
支
持
政
策
に
よ
る
価
格
安
定
よ
っ

て
農
家
経
済
が
成
り
立

っ
て
き
た
。

四

と
こ
ろ
が
、
現
在
は
、
農
政
の
柱
だ
っ
た
価
格
支
持

政
策
、
国
境
措
置
が
、
全
面
的
に
撤
廃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
の
国
際
公
約
で
あ
る
た
あ
、
当
然

の
結
果
な

の
で
あ
る
。
農
業
基
本
法
が
改
正
さ
れ
る
理
由
は
、

つ
と

に
前
記
し
た

=

条
、

=
二
条
の
撤
廃
を
目
的
と
し
た
、

つ
ま
り
価
格
支
持
政
策
、
国
境
措
置
を
前
提
と
し
た
農
業

の
あ
り
方
か
ら
、
国
際
公
約
に
従

っ
た
農
産
物
自
由
化
を

前
提
と
し
た
農
業
の
あ
り
方
に
変
更
す
る
た
め
な
の
だ
。

米
の
関
税
化
は
そ
の
先
取
り
で
あ
る
。
こ
の
農
政
の
転
換

に
ど
う
対
処
す
る
か
に
、
日
本
農
業
の
一
二

世
紀
の
展
望

が
か
か

っ
て
い
る
。

五

ウ
ル
グ
ア
イ
合
意
を
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(
E
U
農

業
政
策
)
を
見
て
み
よ
う
。
E
U
で
は
、
ウ
ル
グ

ア
イ
合

意
を
見
越
し
た
大
き
な
農
業

の
変
革
が
す
で
に
と
り
く
ま

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
農
家
に
対
す
る
農
産
物
生
産
と
切

り
離
し
た
補
償
で
あ
る
。

こ
れ
に
は

一
九
七
〇
年
代
か
ら

の
条
件
不
利
地
域

へ
の
補
助
と
い
う
前
段
が
あ

っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
、
農
業
保
護

政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
記
し
た
。
そ
の
中
で
条

件
の
有
利
な
平
野
部
で
は
規
模
拡
大
が
進
み
、
価
格
支
持

の
元
で
大
き
な
利
益
を
挙
げ
た
。
ま
た
生
産
調
整
に
も
耐

え
る
営
農
が
可
能
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
山
間
部
な
ど
条

件
の
不
利
な
地
域
は
、
規
模
拡
大
も
で
き
ず
、
生
産
調
整

に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
営
農
を
放
棄
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
た
め
、
農
村
は
疲
弊
し
、
荒
廃
す
る
よ
う
に
な

り
、
農
業
保
護
、
農
地
保
護
の
た
あ
に
、
な
ん
ら
か
の
政

策
が
必
要
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る

「
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
政
策
」

が
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
農
業
生
産
と
農
業
所
得

を
切
り
離
し

(
デ
カ
ッ
プ
ル
)
、
生
産
高
と
関
係
な
く
所

得
を
補
償
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
業
は
維
持

さ
れ
農
地
の
荒
廃
が
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。
環
境
保
護

・

自
然
保
護
が
重
視
さ
れ
る
八
○
年
代
は
、
こ
の
政
策
は
環

境

・
自
然
保
護
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
伏
線
の
も
と
、
ウ
ル
グ
ア
イ
合
意
以
後
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

こ
の
デ
カ

ッ
プ
リ
ン
グ
政
策
が
条
件

不
利
地
域
に
限
ら
ず
、
農
家
全
体
に
対
す
る
補
償
制
度
と

し
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
農
業
に
対
す
る

「新
し
い
視
点
」
が
根
拠
と
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
農

業
は
単
に
農
産
物
を
供
給
す
る
産
業
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

農
地
景
観
が
都
市
住
民
に
憩
い
の
場
と
な
り
、
環
境

・
自

然
保
護
の
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
の
基
本
認
識
が

広
く
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。

E
U
で
は
、
生
産
に
応
じ
た
所
得
を
補
償
す
る
価
格
支

持
政
策
廃
止
に
対
し
て
、
営
農
す
る
こ
と
に
対
す
る

「新

し
い
補
償
」
が
農
業
政
策
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

(注
2
)

六

で
は
日
本
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
?

農
業
基
本
法
改
正
の
方
向
と
し
て
、

一
部

で
デ
カ
ッ
プ

リ
ン
グ
政
策
を
と
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本

政
策
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
価
格
支
持
政
策
、
国
境
措
置

に
代
わ
る
、
新
し
い
基
本
的
柱
が
な
い
中
で
の
基
本
法
改

正
は
、
日
本
農
業

の
崩
壊
を
意
味
し
か
ね
な
い
。
特

に

「優
等
生
」
と
言
わ
れ
て
き
た
北
海
道
農
業

は
壊
滅
的
打

撃
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
乳
価
に
支
え
ら
れ
た
酪
農
も
、

畑
作
四
品
に
維
持
さ
れ
た
畑
作
も
、
価
格
暴
落
に
よ

っ
て

崩
壊
す
る
危
険
性
は
高

い
。
米
の
価
格
自
由
化
で
明
確
に

な

っ
た
が
、
価
格
支
持
が
な
く
な

っ
て
米
価
が
自
由
化
さ

れ
れ
ば
、

一
部
優
良
米
を
除
き
、
価
格
は
暴
落
す
る
の
で

あ
る

(北
海
道
米

の
キ
ラ
ラ
は
大
暴
落
し
た
)
。
ま
し
て

東
南
ア
ジ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
か
ら
安
価
な
農
産
物

が
輸
入
さ
れ
れ
ば
、

こ
れ
ら
農
産
物
価
格
は
暴
落
す
る
の

は
当
然
で
あ
る
。

北
海
道
農
業
は
す

で
に
九
〇
年
代
顕
著
に
な

っ
た
減
反

な
ど
の
生
産
調
整
や
支
持
価
格
の
据
え
置
き
や
下
落
に
対

し
、

コ
ス
ト
削
減
や
野
菜
な
ど
第
五
の
作
物
の
導
入
な
ど

に
よ
り
乗
り
越
え
て
き
た
。
(注
3
)

し
か
し
今
、

こ
の

よ
う
な
農
家
や
農
村
地
域
の
努
力
だ
け
で
解
決

で
き
る
問

題

で
は
な
く
な
り
、
産
業
と
し
て
の
日
本
農
業
の
あ
り
方

が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
農
産
物
価
格
が
暴
落
し
て
も
、
農
業
が
生
き

残
れ
る
農
業
政
策
の
実
現
な
の
だ
。

そ
の
た
め
に
は
、
農
業
の
も

つ
、
環
境

・
自
然
保
護
の

役
割
を
見
直
し
、
広
く
国
民
合
意
と
し
て
農
家
の
所
得
補

償
に
税
金
を
当
て
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
策
は
、
重
要
な
示
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唆
を
与
え
る
。

つ
ま
り
、
農
業
基
本
法
の
改
正

の
基
本
に
、

農
業

の
環
境

・
自
然
保
護
の
面
を
中
心
に
据

え
た
、
価
格

支
持
政
策
、
国
境
措
置
に
代
わ
る
農
業
補
償
制
度
の
確
立

こ
そ
が
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

こ
れ
が
二

一

世
紀
の
日
本
農
業

の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

七

そ
の
た
め
の
課
題

日
本
農
業
が
、
環
境
保
護

・
自
然
保
護
の
柱
と
し
て
国

民
的
合
意
を
得
る
に
は
、
大
き
な

ハ
ー
ド
ル
を
越
え
な
け

れ
ば
成
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
農
業
の
持

つ
二
面
性
に
起
因

す
る
。

農
業
は
、

一
面

で
前
記
の
よ
う
に
環
境

・
自
然
保
護
の

面
を
持

つ
。
水
田
の
持

つ
環
境
保
護
機
能

・
生
態
系
保
全

機
能
は
、
最
近
よ
く
耳
に
す
る
。
し
か
し
、
農
業
は
他
面

で
確
実
に
自
然
破
壊
を
引
き
起
こ
す
。
湿
地

を
灌
概
し
て

草
地
を
作
り
、
山
林
を
切
り
開
い
て
畑
を
作

る
。
人
量
の

農
薬
や
化
学
肥
料
は
環
境
汚
染
の
原
因
と
な
り
、
家
畜
の

糞
尿
は
河
川
を
汚
染
す
る
。

北
海
道
農
業
は
、
大
き
な
自
然
破
壊

・
環
境
破
壊
の
原

因
と
な

っ
て
い
る
。

前
記
し
た
E
U
で
は
、
環
境
保
全
型
農
業

の
研
究
も
進

ん
で
い
る
。
(注
4
)
日
本
農
業
の
こ
の
面

で
の
、
取
り

組
み
は
非
常
に
遅
れ
て
い
る
。
「有
機
農
業
」
「無
農
薬
農

業
」

の
定
義
す
ら
確
立
し
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
、
E
U
の
よ
う
に
国
民
の
営
農
者
に
対
す
る

「
新

し
い
補
償
」
を
是
認
す
る
意
識
の
広
が
り
を
見
せ
な
い
理

由

で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
ド
イ

ッ
で
は
農
業
の
持

つ
外

部
効
果
と
し
て
の

「国
土
の
保
全
」
「農
村
景
観
の
維
持

・

保
存
」
「地
域
経
済

の
活
性
化
」
を
重
視
す
る
政
策
を
と

っ

て
き
て
お
り
、
そ
れ
は
国
民
の
農
業
観
、
農
村
観
に
裏
打

ち
さ
れ
て
い
る
。
(注
5
)

日
本

で
は
、
い
か
に
こ
の
面
の
取
り
組
み
が
遅
れ
て
い

る
か
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
身
近
な
例
は
ゴ

ル
フ
場
建
設

で
あ

っ
た
し
、
十
幌
高
原
道
路
で
あ
る
。
。コ
ル
フ
場
は
農

村
地
域
の
経
済
振
興
が
目
的
と
さ
れ
、
士
幌
高
原
道
路

で

は

「都
市
住
民
と
農
村
と
の
交
流
と
農
業

へ
の
理
解
を
高

め
る
」
こ
と
が
目
的
の

一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
然

を
破
壊
す
る
農
業
に
国
民
の
理
解
は
決
し
て
得
ら
れ
る
は

ず
は
な
い
。
こ
の
状
況
で
の
農
家

へ
の

「新
し
い
補
償
」

は
、
新
た
な

「農
業
過
保
護
論
」
を
生
み
出
す
。

日
本
農
業
は
、
こ
の
課
題
、

一
方
で
農
業
の
も
つ
環
境

・

自
然
破
壊
の
面
を
極
力
減
少
さ
せ
、
さ
ら
に
環
境
保
全
型

農
業
を
確
立
し

つ
つ
、
他
方
こ
の
よ
う
な
農
業
の
持

つ
機

能
に
対
し
、
生
産
高
に
関
係
無
く
所
得
補
償
す
る
政
策

へ

の
国
民
意
思
の
裏
付
け
と
そ
の
合
意
を
勝
ち
取
る
、
と
い

う
大
き
な

ハ
ー
ド
ル
を
越
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
唯

一
農
業
が
生
き
残

っ
て
い
る
と
言

え
る
こ
の
北
海
道
に
お
い
て
、
農
業
の
あ
り
方
を
大
転
換

さ
せ
る
中
で
、
広
く
国
民
間
の
議
論
を
巻
き
起
こ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

*
本
稿
は
、
日
本
環
境
法
律
家
連
盟

「環
境
と
正
義
」

一

九
九
八
、
十
二
月
号
掲
載
文
に
加
筆

・
訂
正
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。

注
1

こ
の
ウ
ル
グ

ア
イ
交
渉
の
経
過
に

つ
い
て
は
、

「
W
T
O
体
制
化
の
食
料
農
業
戦
略
」
(農
文
協

一
九

九
七
年
)
が
詳
し
い
。

注
2

前
掲
。
「世
界
各
国
の
環
境
保
全
型
農
業
」
(同
上
)。

「
フ
ラ
ン
ス
山
間
地
農
業
の
新
展
開
」
(同
上
)
な
ど
。

注
3

「経
済
構
造
調
整
下
の
北
海
道
農
業
」
(
北
大
図

書
刊
行
会

一
九
九

一
年
)

注
4

前
掲
注
2

注
5

「農
業
保
護
の
理
念
と
現
実
」
P
三
四

(農
文
協

一
九
八
九
年
)

図
1

「農
業
保
護
の
理
念
と
現
実
」
P

一
九
か
ら
引
用
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